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携帯用位置指示無線標識の特性試験方法 
 

 
Ｇ１Ｂ電波４０６ＭＨｚから４０６．１ＭＨｚまで及び 

Ａ３Ｘ電波１２１．５ＭＨｚを使用する無線設備の特性試験方法 

 

 

 

 

 
証明規則 第２条第１項第６８号 

 
 
 
 
 
 
 
 

この特性試験方法は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

（平成１６年総務省令第２号）別表第一号一（３）の規定に基づく特性

試験の試験方法を定める告示（平成１６年告示第８８号）第２項に規定

する届出及び公表のために作成されたものである。 

平成３０年４月１７日 初版 

株式会社ディーエスピーリサーチ 
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改版情報 

版数／年月日 内容 備考 

初版 

平成30年4月17日 

平成27年8月13日省令改正に伴い、登録証明機関が臨時に定め

る暫定試験方法として定める。 
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一 一般事項 
１ 試験場所の環境 

（１）技術基準適合証明における特性試験の場合 

室内の温湿度は、ＪＩＳ Ｚ８７０３による常温５～３５℃の範囲、常湿４５～８５％（相

対湿度）の範囲内とする。 

（２）認証における特性試験の場合 

上記に加えて周波数の偏差の試験においては、温湿度試験及び振動試験を行う。 

詳細は各試験項目を参照。 

 

２ 電源電圧 

（１）技術基準適合証明における特性試験の場合 

電源は、定格電圧を供給する。 

（２）認証における特性試験の場合 

電源は、定格電圧及び定格電圧±１０％を供給する。ただし、次の場合を除く。 

ア 外部電源から受験機器への入力電圧が±１０％変動したときにおける受験機器の無線部

（電源は除く。）の回路への入力電圧の変動が±１％以下であることが確認できた場合。

この場合は定格電圧のみで試験を行う。 

イ 電源電圧の変動幅が±１０％以内の特定の変動幅内でしか受験機器が動作しない設計と

なっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されて

いる場合。この場合は定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。 

 

３ 試験周波数と試験項目 

（１）人工衛星向け設備の周波数にあっては、受験機器の発射可能な周波数（４０６．０２５ＭＨ

ｚ、４０６．０２８ＭＨｚ、４０６．０３７ＭＨｚ、４０６．０４ＭＨｚ）のいずれかの１

波で全試験項目について試験を実施する。 

（２）航空機向け設備の周波数にあっては、１２１．５ＭＨｚで全試験項目について試験を実施す  

る。 

 

４ 予熱時間 

工事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経過後、

測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。 

 

５ 測定器の精度と較正等 

（１）測定器は較正されたものを使用する。 

（２）スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。 

 

６ 本試験方法の適用対象 

（１）本試験方法はアンテナ端子（試験用端子を含む）のある設備に適用する。 

（２）本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できる機器に適用する。 

ア 連続送信状態、又は一定周期かつ同一バースト長の継続的バースト状態で送信する機能 

イ 試験しようとする周波数を設定して送信する機能 

ウ 無変調に設定して送信する機能 

エ 試験用の変調設定ができる機能及び変調停止できる機能を有することが望ましい 

注１ 上記機能が実現できない機器の試験方法については別途検討する。 

 

７ その他 

（１）受験機器の擬似負荷は、特性インピーダンスを５０Ωとする。 

（２）本試験方法は標準的な方法を定めたものであるが、これに代わる他の試験方法について技術

的に妥当であると証明された場合は、その方法で試験してもよい。 



  
  
 
 

 5 of 18 © DSP Research Inc. 2018 Test Procedure 

 
 
 

二 振動試験 
１ 測定系統図 

 
 

２ 受験機器の状態 

（１）振動試験機で加振中は、受験機器を非動作状態（電源ＯＦＦ）とする。 

（２）振動試験機で加振終了後、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定

して通常の使用状態で送信する。 

 

３ 測定操作手順 

（１）受験機器を取付治具（受験機器を通常の装着状態と等しくする器具）等により、振動試験機

の振動板に固定する。 

（２）振動試験機により受験機器に振動を加える。ただし、受験機器に加える振動の振幅、振動数

及び方向は、ア及びイの条件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。 

ア 全振幅３ｍｍ、最低振動数から毎分５００回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞ

れ１５分間（振動数の掃引周期は１０分とし、振動数を掃引して最低振動数→毎分５０

０回→最低振動数の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、１５分間で１.５周期

の振動数の掃引を行う。） 

注１ 最低振動数は振動試験機の設定可能な最低振動数（ただし毎分３００回以下）とす

る。 

イ 全振幅１ｍｍ、振動数毎分５００回から１８００回までの振動を上下、左右及び前後の

それぞれ１５分間（振動数の掃引周期は１０分とし、振動数を掃引して毎分５００回→

毎分１８００回→毎分５００回の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、１５分

間で１.５周期の振動数の掃引を行う。） 

（３）上記（２）の振動を加えた後、規定の電源電圧（一 一般事項の２ 電源電圧（２）参照）を

加えて受験機器を動作させる。 

（４）試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。 

（周波数の具体的な測定方法は、四 周波数の偏差参照） 

 

４ その他の条件 

（１）本試験項目は移動局の認証の試験の場合のみに行う。 

（２）本試験項目は、移動せずかつ振動しない物体に固定して使用されるものであり、その旨が工

事設計書に記載されている場合には、本試験項目は行わない。 
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三 温湿度試験 
１ 測定系統図 

 
 

２ 受験機器の状態 

（１）規定の温湿度状態に設定して、受験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、受験機器

を非動作状態（電源ＯＦＦ）とする。 

（２）規定の放置時間経過後（湿度試験にあっては常温常湿の状態に戻した後）、受験機器の動作

確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。 

 

３ 測定操作手順 

（１）低温試験 

ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温

度を低温（０℃、－１０℃、－２０℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最低のもの）に

設定する。 

イ この状態で１時間放置する。 

ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（一 一般事項の２ 電源電圧（２）

参照）を加えて受験機器を動作させる。 

エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。 

（周波数の具体的な測定方法は、四 周波数の偏差参照） 

（２）高温試験 

ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温

度を高温（４０℃、５０℃、６０℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最高のもの）、か

つ常湿に設定する。 

イ この状態で１時間放置する。 

ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（一 一般事項の２ 電源電圧（２）

参照）を加えて受験機器を動作させる。 

エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。 

（周波数の具体的な測定方法は、四 周波数の偏差参照） 

（３）湿度試験 

ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温

度を３５℃に、相対湿度９５％又は受験機器の仕様の最高湿度に設定する。 

イ この状態で４時間放置する。 

ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないこ

とを確認した後、規定の電源電圧（一 一般事項の２ 電源電圧（２）参照）を加えて受

験機器を動作させる。 

エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。 

（周波数の具体的な測定方法は、四 周波数の偏差参照） 

 

４ その他の条件 

（１）本試験項目は認証の試験の場合のみに行う。 
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（２）常温（５℃～３５℃）、常湿（４５％～８５％（相対湿度））の範囲内の環境下でのみ使用

される旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。 

（３）使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭

く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載さ

れている場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。 

（４）常温、常湿の範囲を超える場合であっても、３（１）から（３）の範囲に該当しないものは

温湿度試験を省略できる。 
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四 周波数の偏差 
１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）周波数計としては、カウンタ、波形解析器又はスペクトル分析器を使用する。 

（２）カウンタのパルス計測機能を使用する場合、ゲート開放時間をなるべくバースト区間の全体

が測定できる値にする。 

（３）周波数計の測定確度は、規定の許容偏差の１／１０以下の確度とする。 

（４）被測定波の振幅変動による影響を避けるため、減衰器の減衰量は周波数計へ十分な入力レベ

ルを与える値とする。 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定して、送信する。 

（２）無変調波を送出する。無変調にできない場合は次の変調状態とする。 

ア 人工衛星向け設備の場合 

フレーム構造を含む変調された連続波とし、データ伝送用に規定されるフレーム内領域

については通常用いられる変調状態とする。 

イ 航空機向け設備の場合 

通常用いられる変調状態とする。 

 

４ 測定操作手順 

（１）無変調の場合には、カウンタを用いて周波数を測定する。 

（２）３（２）アの場合には、波形解析器を用いて周波数を測定する。 

（３）３（２）イの場合には、スペクトル分析器を用いて、搬送波周波数にマーカを合わせ、マー

カカウンタ機能を用いて周波数を測定する。 

 

５ 結果の表示 

結果は、測定値をＭＨｚ単位で表示するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を、人工

衛星向け設備にあってはｋＨｚ単位で、航空機向け設備にあっては百万分率（１０－６）の単位で

（＋）又は（－）の符号を付けて表示する。 

 

６ その他の条件 

（１）３（２）アの場合であって、フレーム構造の無変調部分を測定する場合は、スペクトル分析

器のマーカカウンタ機能を用いることができるほか、周波数カウンタで無変調部分の領域を

１８回以上測定する方法でもよい。 

（２）波形解析器を周波数計として用いる場合は、測定精度が十分であることに注意を要する。 
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五 占有周波数帯幅 
（人工衛星向け設備） 
１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件 

（１）スペクトル分析器の設定を次のようにする。 

中心周波数 搬送波周波数 

掃引周波数幅 許容値の約２～３．５倍 

分解能帯域幅 許容値の約３％以下 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間（注１） 

Ｙ軸スケール １０dB/Div 

入力レベル 搬送波レベルがスペクトル分析器雑音レベルよりも５０dB以上高いこと 

データ点数 ４００点以上 

掃引モード 連続掃引（波形の変動がなくなるまで） 

検波モード ポジティブピーク 

表示モード マックスホールド 

注１ バースト周期や送信時間が長いバースト波の場合は、スペクトル分析器の外部ト

リガ機能を用いて送信に同期させた掃引を行い、掃引時間をバースト送信時間程

度として繰り返し掃引を行ってもよい。 

（２）スペクトル分析器の測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定して、連続したバースト送信状態とする。 

（２）変調は通常用いられる変調とし、占有周波数帯幅が最大となるように設定する。 

 

４ 測定操作手順 

（１）スペクトル分析器のトリガ機能等を用いて、無変調部分を除いて測定できるように設定する。 

（２）掃引を終了後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

（３）全データについて、ｄＢ値を電力次元の真数に変換する。 

（４）全データの電力総和を求め「全電力」として記憶する。 

（５）最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の０．５％となる

限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記憶する。 

（６）最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の０．５％となる

限界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記憶する。 

 

５ 結果の表示 

占有周波数帯幅は、「上限周波数」－「下限周波数」として求め、ｋＨｚの単位で表示する。 

 

６ その他の条件 

４（１）においてスペクトル分析器のトリガ機能等を用いることが困難な場合は、実際に測定さ

れたスペクトル分布から無変調部分を除いて占有周波数帯幅を求め、測定値とすることができる。 
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六 スプリアス発射又は不要発射の強度（１） 
（人工衛星向け設備） 
１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）搬送波電力測定時のスぺクトル分析器の設定は次のようにする。 

中心周波数 搬送波周波数 

掃引周波数幅 ６kHz 

分解能帯域幅 １００Hz 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間（注１） 

Ｙ軸スケール １０dB/Div 

入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値 

データ点数 ４００点以上 

掃引モード 連続掃引（波形の変動がなくなるまで） 

検波モード ポジティブピーク 

表示モード マックスホールド 

注１ バースト周期や送信時間が長いバースト波の場合は、スペクトル分析器の外部

トリガ機能を用いて送信に同期させた掃引を行い、掃引時間をバースト送信時

間程度として繰り返し掃引を行ってもよい。 

（２）不要発射の減衰量測定時のスぺクトル分析器の設定は次のようにする。 

掃引周波数幅 測定操作手順に示す周波数 

分解能帯域幅 １００Hz 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間（注１） 

Ｙ軸スケール １０dB/Div 

入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値 

データ点数 ４００点以上 

掃引モード 連続掃引（波形の変動がなくなるまで） 

検波モード ポジティブピーク 

表示モード マックスホールド 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定して、連続したバースト送信状態とする。 

（２）変調は、通常運用状態の変調信号で変調する。 

 

４ 測定操作手順 

搬送波電力の測定 

（１）スペクトル分析器の設定を２（１）として、搬送波周波数±３ｋＨｚ（Ｓｗ：６ｋＨｚ）の

データ点の値をコンピュータの配列要素に取り込む。 

（２）全データについて、ｄＢ値を電力次元の真数に変換する。 

（３）全データの電力総和（注２）を求める。求めた値をｄＢｍに換算して搬送波振幅Ｐｃ（dBm）

とする。 

注２ 電力総和の計算は以下の式による。 
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Ｐｃ：搬送波周波数±３kHz幅内の電力総和の測定値（W） 

Ｅｉ：１サンプルの測定値（W） 

Ｓｗ：６kHz 

ｎ：搬送波周波数±３kHz幅内のサンプル点数 

ＲＢＷ：分解能帯域幅（kHz）（０．１kHz） 

 

不要発射の減衰量（電力比）の算出 

（４）スペクトル分析器の設定を２（２）として、搬送波周波数±（３ｋＨｚ～７ｋＨｚ）内の掃

引周波数幅について掃引し、搬送波の周波数からの差が異なる周波数帯域毎に最大の値を求

めＰｂ（dBm）とする。 

さらに、搬送波周波数±（７ｋＨｚ～１２ｋＨｚ）、搬送波周波数±（１２ｋＨｚ～２４ｋ

Ｈｚ）、搬送波周波数±（２４ｋＨｚ～１００ｋＨｚ）の周波数帯域についても測定する。 

注３ 搬送波からの離調周波数が±３ｋＨｚ、±７ｋＨｚ、±１２ｋＨｚ、±２４ｋＨｚの±５

０Ｈｚ以内又は４０６．０ＭＨｚ及び４０６．１ＭＨｚの±５０Ｈｚ以内で不要発射が観

測された場合、掃引周波数幅を不要発射が観測された周波数から掃引帯域の内側に５０Ｈ

ｚ狭めて測定を行う。 

（５）不要発射の減衰量を次の式で求める。 

不要発射の減衰量＝Ｐｂ－Ｐｃ 

不要発射の減衰量（dB） 

Ｐｃ：スペクトル分析器管面の表示値をもとに算出した搬送波電力値（dBm） 

Ｐｂ：スペクトル分析器管面の測定周波数における表示値（dBm） 

 

５ 結果の表示 

（１）結果は、搬送波からの周波数の差が±３ｋＨｚ、±７ｋＨｚ、±１２ｋＨｚ、±２４ｋＨｚ

における各周波数帯域の不要発射の減衰量の最小値を、測定された離調周波数とともにｄＢ

単位で表示する。 

（２）不要発射減衰量のスペクトルマスクを含めたスペクトル分析器の管面表示データも表示す

ることが望ましい。 

 

６ その他の条件 

（１）２、４、５において、搬送波周波数は測定された周波数とする。 

（２）５（１）において各周波数帯域とは、搬送波周波数から±（３ｋＨｚ～７ｋＨｚ）、±（７

ｋＨｚ～１２ｋＨｚ）、±（１２ｋＨｚ～２４ｌＨｚ）、±（２４ｋＨｚ～１００ｋＨｚ）

の４周波数帯域を示している。 
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七 スプリアス発射又は不要発射の強度（２） 
（航空機向け設備） 
１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）搬送波電力測定時のスぺクトル分析器の設定は次のようにする。 

中心周波数 搬送波周波数 

掃引周波数幅 ２５kHz 

分解能帯域幅 ３００Hz 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間（注１） 

Ｙ軸スケール １０dB/Div 

入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値 

データ点数 ４００点以上 

掃引モード 連続掃引（波形の変動がなくなるまで） 

検波モード ポジティブピーク 

表示モード マックスホールド 

注１ バースト周期や送信時間が長いバースト波の場合は、スペクトル分析器の外部

トリガ機能を用いて送信に同期させた掃引を行い、掃引時間をバースト送信時

間程度として繰り返し掃引を行ってもよい。 

（２）不要発射の減衰量測定時のスぺクトル分析器の設定は次のようにする。 

掃引周波数幅 測定操作手順に示す周波数 

分解能帯域幅 ３００Hz 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間（注１） 

Ｙ軸スケール １０dB/Div 

入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値 

データ点数 ４００点以上 

掃引モード 連続掃引（波形の変動がなくなるまで） 

検波モード ポジティブピーク 

表示モード マックスホールド 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定して、連続したバースト送信状態とする。 

（２）変調は、通常運用状態の変調信号で変調する。 

 

４ 測定操作手順 

搬送波電力の測定 

（１）スペクトル分析器の設定を２（２）として、搬送波周波数±１２．５ｋＨｚ（Ｓｗ：２５ｋ

Ｈｚ）のデータ点の値をコンピュータの配列要素に取り込む。 

（２）全データについて、ｄＢ値を電力次元の真数に変換する。 

（３）全データの電力総和（注２）を求める。求めた値をｄＢｍに換算して搬送波振幅Ｐｃ（dBm）

とする。 

注２ 電力総和の計算は以下の式による。 
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Ｐｃ：搬送波周波数±３kHz幅内の電力総和の測定値（W） 

Ｅｉ：１サンプルの測定値（W） 

Ｓｗ：２５kHz 

ｎ：搬送波周波数±１２．５kHz幅内のサンプル点数 

ＲＢＷ：分解能帯域幅（kHz）（０．３kHz） 

 

不要発射の減衰量（電力比）の算出 

（４）スペクトル分析器の設定を２（２）として、搬送波周波数±（１２．５ｋＨｚ～２５ｋＨｚ）

内の掃引周波数幅について掃引し、搬送波の周波数からの差が異なる周波数帯域毎に最大の

値を求めＰｂ（dBm）とする。 

さらに、搬送波周波数±（２５ｋＨｚ～６２．５ｋＨｚ）、搬送波周波数±（６２．５ｋ

Ｈｚ～１００ｋＨｚ）の周波数帯域についても測定する。 

注３ 搬送波からの離調周波数が±１２．５ｋＨｚ、±２５ｋＨｚ、±６２．５ｋＨｚ、±

１００ｋＨｚの±１５０Ｈｚ以内で不要発射が観測された場合、掃引周波数幅を不要

発射が観測された周波数から掃引帯域の内側に１５０Ｈｚ狭めて測定を行う。 

（５）不要発射の減衰量を次の式で求める。 

不要発射の減衰量＝Ｐｂ－Ｐｃ 

不要発射の減衰量（dB） 

Ｐｃ：スペクトル分析器管面の表示値をもとに算出した搬送波電力値（dBm） 

Ｐｂ：スペクトル分析器管面の測定周波数における表示値（dBm） 

 

５ 結果の表示 

（１）結果は、搬送波からの周波数の差が±１２．５ｋＨｚ、±２５ｋＨｚ、±６２．５ｋＨｚに

おける各周波数帯域の不要発射の減衰量の最小値を、測定された離調周波数とともにｄＢ単

位で表示する。 

（２）不要発射減衰量のスペクトルマスクを含めたスペクトル分析器の管面表示データも表示す

ることが望ましい。 

 

６ その他の条件 

（１）２、４、５において、搬送波周波数は割当周波数（１２１．５ＭＨｚ）とする。 

（２）５（１）において各周波数帯域とは、搬送波周波数から±（１２．５ｋＨｚ～２５ｋＨｚ）、

±（２５ｋＨｚ～６２．５ｋＨｚ）、±（６２．５ｋＨｚ～１００ｋＨｚ）の３周波数帯域

を示している。 
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八 空中線電力の偏差（１） 
（人工衛星向け設備） 
１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）高周波電力計の形式は、通常、熱電対あるいはサーミスタ等による熱電変換型とする。 

（２）高周波電力計のセンサの時定数は、平均電力を測定するために必要な値とする。 

（３）平均電力の測定においては、スペクトル分析器を使用してもよい。 

（４）減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与えるものとする。 

（５）平均電力の測定において、スペクトル分析器を使用する場合は設定を次のようにする。 

中心周波数 搬送波周波数 

掃引周波数幅 ３００kHz 

分解能帯域幅 １００kHz 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の３倍以上 

Ｙ軸スケール １０dB/Div 

データ点数 ４００点以上 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間 

ただし、バースト波の場合、１サンプル当たり１バーストの継

続時間以上 

掃引モード 連続掃引 

検波モード サンプル又はＲＭＳ 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定して、連続したバースト送信状態とする。 

（２）変調は、通常運用状態の変調信号で変調する。 

 

４ 測定操作手順 

（１）高周波電力計の零調を行う。 

（２）受験機器の電源を投入して、空中線電力を測定する。 

ただしバースト波にあたっては以下の通り、バースト内平均電力を求める。 

（３）繰り返しバースト波電力（ＰＢ）を十分長い時間にわたり、高周波電力計で測定する。 

（４）平均電力（Ｐ）を次式によって算出する。 

Ｐ＝ＰＢ×（Ｔ／Ｂ） 

ここで、Ｔ＝バースト繰り返し周期 

Ｂ＝バースト長 

５ 結果の表示 

結果は、空中線電力の絶対値をＷ単位で、定格（工事設計書に記載される）空中線電力に対する

偏差をｄＢ単位で（＋）又は（－）の符号をつけて表示する。 

 

６ その他の条件 

バースト周期を一定の値に固定できない場合には、尖頭電力計を用いて測定した値を平均電力と

してもよい。また、スペクトル分析器のＲＭＳ検波機能を用いて測定を行ってもよい。 
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九 空中線電力の偏差（２） 
（航空機向け設備） 
１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）高周波電力計として、尖頭電力計を用いる。 

（２）尖頭電力計は、電力の尖頭値を測定できるものであること。尖頭電力の測定においては、

スペクトル分析器を使用してもよい。 

（３）減衰器の減衰量は、電力計に最適動作入力を与えるものとする。 

（４）尖頭電力の測定において、スペクトル分析器を使用する場合は設定を次のようにする。 

中心周波数 搬送波周波数 

掃引周波数幅 １００kHz 

分解能帯域幅 １０kHz 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の３倍以上 

Ｙ軸スケール １０dB/Div 

データ点数 ４００点以上 

掃引時間 測定精度が保証される最小時間 

ただし、バースト波の場合、１サンプル当たり１バーストの継

続時間以上 

掃引モード 連続掃引（波形の変動がなくなるまで） 

検波モード ポジティブピーク 

表示モード マックスホールド 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定して、連続送信状態とする。 

（２）変調は、通常運用状態の変調信号で変調する。 

 

４ 測定操作手順 

（１）電力計の零調を行う。 

（２）送信する。 

（３）尖頭電力計を用いて尖頭電力を測定する。 

（４）（３）で求めた尖頭電力の値に、空中線の相対利得を乗じて（ｄＢの場合は加算して）尖頭

実効輻射電力を算出する。 

 

５ 結果の表示 

結果は、実効輻射電力の絶対値をｍＷ単位で、定格（工事設計書に記載される）実効輻射電力に

対する偏差をｄＢ単位で（＋）又は（－）の符号をつけて表示する。 

 

６ その他の条件 

空中線の相対利得は申込者が申告した値を使用する。 
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十 変調衝撃係数 
（航空機向け設備） 
１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件等  

（１）モジュレーションアナライザは受験機器の搬送波周波数の信号をオシロスコープで観測可能

なＩＦ周波数に変換する機能を有すること。 

（２）オシロスコープは内蔵メモリに送信信号の波形データを取り込む機能を有し、内蔵メモリか

ら波形データを読み出して解析が可能であること。 

 

３ 受験機器の状態 

試験周波数に設定して、通常の運用状態とする。 

 

４ 測定操作手順 

（１）モジュレーションアナライザのＩＦ出力をオシロスコープに接続し、航空機向け設備のホー

ミング信号（毎秒２回ないし４回の周期）を観測できるように、オシロスコープの時間軸及

び振幅軸等を設定する。 

（２）オシロスコープのトリガ条件を立ち上がりトリガに設定し、受験機器を電波発射状態にする。 

（３）オシロスコープの内蔵メモリに送信信号の波形データを取り込む。 

（４）オシロスコープの内蔵メモリから送信信号の波形データを読み出し、管面の軌跡からマーカ

等を使用して変調衝撃係数が最大及び最小となる波形において変調衝撃係数を算出する。 

 

５ 結果の表示 

変調衝撃係数は「最小変調衝撃係数」及び「最大変調衝撃係数」を表示する。 

 

６ その他の条件 

（１）変調衝撃係数を測定する際は、擬似負荷の出力にＲＦ周波数が直接測定可能なオシロスコー

プを接続して測定する方法を用いてもよい。 

（２）モジュレーションアナライザの代わりにスペクトル分析器等のＩＦ周波数変換機能を用いて

もよい。 
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十一 送信立ち上がり時間及び送信時間 
（人工衛星向け設備） 
１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件等 

スペクトル分析器の設定は次のとおりとする。 

中心周波数 搬送波周波数 

掃引周波数幅 ０Hz 

分解能帯域幅 ３０kHz 

ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度 

Ｙ軸スケール １０dB/Div 

掃引時間 （注１） 

ただし、送信立ち上がり時間の詳細測定時は２dB/Div 

検波モード ポジティブピーク 

トリガ条件 レベル立ち上がり 

注１ 許容値の２倍から３倍程度に設定する。 

 

３ 受験機器の状態 

試験周波数に設定して、通常の運用状態とする。 

 

４ 測定操作手順 

（１）送信時間の測定 

ア スペクトル分析器の設定を上記２の状態とし、トリガ条件を立ち上がりトリガに設定し、

受験機器を電波発射状態にする。 

イ 管面の軌跡からマーカ等を使用して送信時間を読み取る。 

ウ 送信時間が規定時間を満たしていることを確認する。 

（２）送信立ち上がり時間の測定 

ア スペクトル分析器の設定を上記２の状態とし、トリガ条件を立ち上がりトリガに設定し、

受験機器を電波発射状態にする。 

イ Ｙ軸スケールを２ｄＢ／Ｄｉｖに設定した状態で、送信立ち上がり波形の全てが確認で

きるようにスペクトル分析器を調整する。 

ウ 管面の軌跡から、送信波形の立ち上がりの１０％点（１００％点から－１０ｄＢ）及び

９０％点（１００％点から－０．４６ｄＢ）の時間差をマーカ等を使用して読み取る。 

エ 送信立ち上がり時間が規定時間を満たしていることを確認する。 

 

５ 結果の表示 

送信繰返し時間はs単位で、送信時間及び送信立ち上がり時間はｍｓ単位で表示する。 

 

６ その他の条件 

測定において時間分解能が不足する場合は、スペクトル分析器の代わりに広帯域検波器の出力を

オシロスコープ等で測定する方法でもよい。 
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十二 送信速度 
（人工衛星向け設備） 
１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）波形解析器（ベクトルシグナルアナライザ等）はＧ１Ｂ電波を復調しオシロスコープで解析

可能な復調信号の出力が可能であること。 

（２）オシロスコープは内蔵メモリに復調信号の波形データを取り込む機能を有し、内蔵メモリ

から復調信号の波形データを読み出して解析が可能であること。 

 

３ 受験機器の状態 

試験周波数に設定して、通常の運用状態とする。 

 

４ 測定操作手順 

（１）受験機器を送信状態とし、波形解析器の出力をオシロスコープに接続し、受験機器の復調信

号の波形データの最初から５０ビット目までの部分を観測できるように、オシロスコープの

時間軸及び振幅軸等を設定する。 

（２）オシロスコープの内蔵メモリに復調信号の波形データを取り込む。 

（３）オシロスコープの内蔵メモリを読み出し、復調信号の波形データの最初から５０ビット目

までの部分について、オシロスコープのマーカ機能等を用いて１ビット周期の時間を数点

測定し、１ビット周期の平均値（s）を求める。 

（４）（３）で求めた１ビット周期の平均値は、無線設備が１ビットの伝送に要する時間と等しい

ので、１ｓを１ビット周期の時間の平均値（s）で除して伝送速度を算出する。 

（５）測定が困難である場合は、書面により確認を行う。 

 

５ 結果の表示 

（１）伝送速度をｂｐｓ単位で、４００ｂｐｓに対する偏差を％単位で（＋）又は（－）の符号を

付けて表示する。 

（２）書面により確認を行った場合は良、否で表示する。 

 

６ その他の条件 

（１）受験機器から伝送速度を決定するクロック信号等を取り出せる場合は、周波数カウンタを用

いてクロック信号等の周波数を直接測定して信号伝送速度を算出してもよい。 

（２）伝送信号の算出値に疑義がある場合は、４（２）から４（４）の手順を１８回以上繰り返し

て伝送速度の平均値を求める。 

（３）波形解析器（ベクトルシグナルアナライザ等）の測定器がオシロスコープと同等な復調信号

を解析する機能を有する場合は、その機能を用いて伝送速度の算出を行ってもよい。 


	証明規則 第２条第１項第６８号
	改版情報
	目　次
	一 一般事項
	二 振動試験
	１ 測定系統図
	三 温湿度試験
	四 周波数の偏差
	五 占有周波数帯幅
	（人工衛星向け設備）
	六 スプリアス発射又は不要発射の強度（１）
	（人工衛星向け設備）
	七 スプリアス発射又は不要発射の強度（２）
	（航空機向け設備）
	八 空中線電力の偏差（１）
	（人工衛星向け設備）
	九 空中線電力の偏差（２）
	（航空機向け設備）
	十 変調衝撃係数
	（航空機向け設備）
	十一 送信立ち上がり時間及び送信時間
	（人工衛星向け設備）
	十二 送信速度
	（人工衛星向け設備）


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


